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熊本県告示第１７３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害

福祉サービス事業者を次のとおり指定した。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

事業所の名称及び所

在地

事業者の名称、主た

る事務所の所在地及

び代表者の氏名

指定年月日 事業所番号 指定障害福祉

サービスの種

類

生活介護

自立訓練（生活

訓練）

就労移行支援

第二城南学園多機能

型事業所

下益城郡城南町藤山

１２６３

社会福祉法人 慶信

会

下益城郡城南町藤山

１２７６番地２

甲斐 孝子

平成２１年

４月１日

4311520086

就労継続支援

Ｂ型

熊本県告示第１７４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害

福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

事業所の名称及び所

在地

事業者の名称、主た

る事務所の所在地及

び代表者の氏名

指定年月日 事業所番号 サービスの種

類

第１１７８６号
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第二明星学園グルー

プホーム・ケアホーム

事業所

上益城郡御船町大字

小坂字下原２１４０

番地の１

社会福祉法人 御陽

会

上益城郡御船町大字

小坂字下原２１４０

番地の１

武元 典次郎

平成２１年

３月１日

4321440101 共同生活介護

共同生活援助

熊本県告示第１７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路

の区域を変更する。
その関係図面は、平成２１年３月６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において

一般の縦覧に供する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員

(ﾒｰﾄﾙ)

延 長

(ﾒｰﾄﾙ)

備 考

4.6

～

6.4

18.0

前
8.3

～

11.6

16.9

一般県道 原植木線 菊池市旭志弁利字中須

１４０８番１地先から

同所

１４０８番１地先まで

後

8.3

～

11.6

16.9

旧道移

管

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月６日

熊本県告示第１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路

の区域を変更する。
その関係図面は、平成２１年３月６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において

一般の縦覧に供する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員

(ﾒｰﾄﾙ)

延 長

(ﾒｰﾄﾙ)

備 考

前

9.1

～

34.4

1,286.0

一般国道 ２６６号 宇城市不知火町永尾字本迫

４番地先から

同町長崎字歳の神

１１０９番４地先まで

後

10.1

～

46.9

1,286.0

交安統

合及び

一部を

海岸管

理者に

移管

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月６日

熊本県告示第１７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路

の供用を開始する。
その関係図面は、平成２１年３月６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において

一般の縦覧に供する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延 長

(メートル)

備 考



平成 21 年 3月 6 日 金曜 熊 本 県 公 報 第１１７８６号 3

一般県道 相良人吉線 球磨郡相良村大字四浦西字舟渡

７８３番２地先から

同村大字四浦西字白鳥

１０１０番１地先まで

303.0 単道改

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月６日

熊本県告示第１７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路

の供用を開始する。
その関係図面は、平成２１年３月６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において

一般の縦覧に供する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延 長

(メートル)

備 考

一般県道 鹿本松尾線 山鹿市菊鹿町木野字屋敷

２７３８番地先から

同所

２７００番地先まで

28.0 緊道整

Ｂ交安

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月６日

熊本県告示第１７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路

の供用を開始する。
その関係図面は、平成２１年３月６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において

一般の縦覧に供する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延 長

(メートル)

備 考

一般県道 大野下停車

場西照寺線

玉名市岱明町古閑

３２５番１地先から

同所

４３７番２地先まで

353.0 単道改

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月６日

熊本県告示第１８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林

にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬甲字宇土ノ迫１１５１番１、

字木屋角１１３８番３（次の図に示す部分に限る。）
２ 指定の目的 土砂の流出の防備
３ 指定施業要件
（１） 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
字木屋角１１３８番３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産

部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに球磨村役場に備え置いて縦覧に供する。）
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熊本県公告第１０４号
提案公募方式で業務委託の受託者を選定するので、次のとおり公告する。

平成２１年３月６日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

１ 委託する業務の概要
（１） 業務名

平成２１年度県民キャリア形成支援事業業務（以下「業務」という。）
（２） 業務内容

ア くまもと県民交流館しごと相談・支援センター（以下「センター」という。）内
及びその他地域における求職者への就職支援を目的とした個別キャリアカウンセリ
ング及びその他相談業務の実施

（ア） センター内
月７回程度 １日５時間

（イ） その他
県内１か所（予定）１日５時間

イ 上記アの相談業務利用者への追跡調査の実施
ウ センター職員への研修及び助言

２回程度 １回２時間
エ その他センター業務に資する企画

なお、詳細については、別途配布する「県民キャリア形成支援事業企画コンペ参
加要領」及び「県民キャリア形成支援事業委託仕様書」による。

（３） 委託期間
平成２１年４月１日から平成２２年３月３０日まで

２ 企画コンペ参加希望者の要件
企画コンペに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

（１） 団体の要件
ア 法人格の有無は問わないが、団体としての活動実績が１年以上あること。
イ その活動の内容を報告書として提出できること。
ウ 業務についての守秘義務を遵守できること。
エ 次のいずれの事項にも該当しないこと。
（ア） 宗教や政治活動を主たる目的とした団体
（イ） 特定の公職者（候補者を含む。）、又は政党を推薦、支持、反対することを

目的とした団体
（ウ） 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体

オ その他、県との協議に柔軟かつ真摯に対応できること
（２） 人員に関する要件

キャリアカウンセリング等を行う者（以下「カウンセラー」という。）が、５人
以上在籍すること。カウンセラーは全てアの要件を満たすこと。また、少なくとも
３人以上のカウンセラーはアの要件に加えてイの要件も満たすこと。

ア カウンセラーは、厚生労働省キャリア形成促進助成金（職業能力評価推進給付金）
の対象となるキャリア・コンサルタント能力評価試験等に合格した者であること。

イ センター及びその他公的機関において、キャリアカウンセリングの経験が年間３
０ケース（人）以上あること。

３ 企画コンペ参加要領等の配布について
（１） 配布期間

平成２１年３月６日（金）から３月１２日（木）までの午前９時から午後５時ま
で

（２） 配布場所
熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル９階
くまもと県民交流館しごと相談・支援センター
電話番号 ０９６－３５５－４３０９

４ 受託者の選定方法
応募書と企画コンペ（プレゼンテーション）により選定する。

５ 応募書類の提出
平成２１年３月１７日（火）午後５時までに所定の様式により応募書類をセンターに

提出するものとする。
６ 企画コンペ（プレゼンテーション）の実施
（１） 日時

平成２１年３月２３日（月）午後１時３０分から午後５時までの間の３０分間程度
（応募者数によって変更の可能性あり）

（２） 場所
熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル１０階
熊本県くまもと県民交流館 会議室７
詳細については、別途配布する「県民キャリア形成支援事業企画コンペ参加要領」

公 告
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による。
７ 問い合わせ先

熊本市手取本町８－９ テトリアくまもとビル９階
くまもと県民交流館しごと相談・支援センター
電話番号 ０９６－３５５－４３０９

熊本県公告第１０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了

したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積

玉名市北牟田字居屋敷３２番１、同３２番２及び同３２番３
８，８１２．２６平方メートル

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称）
玉名市六田７番１
玉名農業協同組合

熊本県公告第１０６号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定により、上天草市、阿

蘇郡高森町、球磨郡水上村及び球磨郡山江村における地籍調査の成果を国土調査の成果と
して認証したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。

平成２１年３月６日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

調査を行った

者の名称

調査を行った時期 調査を行った地域 成果の

名称

認 証 年 月 日

上天草市 平成１９年度から

平成２０年度まで

大矢野町維和の一部

球磨郡高森町 平成１９年度から

平成２０年度まで

大字野尻・中の各一部

球磨郡水上村 平成１９年度から

平成２０年度まで

大字湯山の一部

球磨郡山江村 平成１９年度から

平成２０年度まで

大字山田の一部

地籍図

・地籍

簿

平成２１年２月２５日

熊本県公告第１０７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了

したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。
平成２１年３月６日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積

荒尾市一部字鴻巣２０５７番６８の一部及び同２０５７番６９の一部
１，１４５．１９平方メートル

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称）
大牟田市原山町１１番地１
國崎 威宣

熊本県公告第１０８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ

ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。

平成２１年３月６日
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地
ホームワイド御船店・ダイソー御船店
上益城郡御船町辺田見字中道２０１番１ほか

２ 変更した事項
(１) 大規模小売店舗の名称

変更前 ホームワイド御船店
変更後 ホームワイド御船店・ダイソー御船店
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(２) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名

変更前 イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章
福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番１１号

変更後 イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章
福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番１１号

株式会社ノブタカ 代表取締役 猪上正孝
奈良県奈良市学園大和町五丁目１１４番地

(３) 大規模小売店舗において小売業を行う者
変更前

名 称 代表者 住 所

イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章 福岡県福岡市博多区博多駅南

二丁目９番１１号

その他未定

変更後

名 称 代表者 住 所

イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章 福岡県福岡市博多区博多駅南

二丁目９番１１号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈 広島県東広島市西条吉行東一

丁目４番１４号
３ 変更の年月日

平成２１年５月１日
４ 変更する理由

未定テナントの決定による建物設置者及び小売業者の変更のため
５ 届出年月日

平成２１年２月２０日
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間

(１) 縦覧場所
熊本県商工観光労働部商工政策課及び上益城地域振興局総務振興課

(２) 縦覧期間
平成２１年３月６日から平成２１年７月６日まで

熊本県選挙管理委員会告示第１２号
熊本県公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のとおり定める。

平成２１年３月６日
熊本県選挙管理委員会

委員長 柴 田 憲 保
熊本県公職選挙執行規程の一部を改正する規程

熊本県公職選挙執行規程（平成１２年選挙管理委員会告示第１５号）の一部を次のよう
に改正する。

第７４条中 ｢供給する者（｣ の次に ｢次の２条｣ を加え、「第７６条」を削る。
第７５条第１項中 ｢ポスター作成証明書を｣ の下に ｢、使用又は作成の実績に基づき作

成し｣ を加え、同条第２項中 ｢前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし同条第
１項の次に次の１項を加える。
２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出する

ときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自
動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４
号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書
面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
第７６条第１項中「燃料供給業者」を「当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては

第７３条第２項の確認書及び前条第２項に規定する書面の写し」に改め、「当該証明書の
ほかに」を削る。

別記第９７号様式その１備考２中「「燃料供給量」」を「燃料の供給を受ける選挙運動
用自動車の自動車登録番号」に改め、備考２の次に次のように加える。

３ 「燃料代」にあつては、単価契約を締結した場合には、「備考」に契約単価を記
載してください。（なお、２の「契約内容」欄の「契約金額」には、契約の見込額
を記載して差し支えありません。）。

別記９８号様式その１中「３ 確認申請金額 円」を「３ 燃料の供給を受ける選
挙運動用自動車の自動車登録番号 ４ 確認金額 円」に改め、同様式その１備考３
を同様式その１備考４とし、同様式その１備考２の次に次のように加える。

登載依頼
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３ 「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号」には、契約届出書に
記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号を記載してください。

別記９９号様式その１中「３ 確認金額 円」を「３ 燃料の供給を受ける選挙
運動用自動車の自動車登録番号 ４ 確認金額 円」に改め、同様式その１備考
２に後段として次のように加える。

なお、公費の支払の請求ができるのは、この確認書に記載された選挙運動用自動車
への燃料の供給に限られています。

別記第１００号様式その１中「使用する」を「使用した」に改め、同様式その１備考１
中「証明書は」の次に「、使用の実績に基づいて」を加え、同様式その２中「使用する」
を「使用した」に、

「

燃料供給年月日 燃料供給量 燃料供給金額 備考

年 月 日 リットル 円

年 月 日 リットル 円

を

」
「

燃料供給年月日

燃料の供給を受けた選

挙運動用自動車の自動

車登録番号

燃料供給

量

燃料供給

金額

備考

年 月 日 リットル 円

年 月 日 リットル 円

に

」
改め、同様式その２備考１中「証明書は」の次に、「、使用の実績に基づいて」を、「作
成し」の次に「、給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自
動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和45年運輸省令第７号）第１３条第１項
第４号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された
書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。）の写しを添えて」
を加え、同様式その２備考４を同様式その２備考６とし、同様式その２備考３を同様式そ
の２備考５とし、同様式その２備考２中「証明書」の次に「及び給油伝票の写し」を加え、
同様式その２備考２を同様式その２備考４とし、同様式その２備考１の次に次のように加
える。

２ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄には、契約届出書
に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号を記載してください。

３ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄、「燃料供給量」
欄及び「燃料供給金額」欄には、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。

別記１００号様式その３中「使用する」を「使用した」に改め、同様式その３備考１中
「証明書は」の次に「、使用の実績に基づいて」を加え、同様式その３備考２から６まで
を同様式その３備考３から７までとし、同様式その３備考１の次に次のように加える。

２ 「備考」欄には、選挙運動期間中に使用した選挙運動用自動車の台数を使用した
日ごとに記載してください。

別記第１００号の２様式中「作成する」を「作成した」に改め、同様式備考１中「証明
書は」の次に「、作成の実績に基づいて」を加える。

別記１０１号様式中「作成する」を「作成した」に改め、同様式備考１中「証明書は」
の次に「、作成の実績に基づいて」を加える。

別記１０２号様式その１中「５ 銀行名、口座名及び口座番号」を
「５ 金融機関名、口座名及び口座番号

金融機関名 本・支店名

金融機関コード 支店コード

預金種別 口座番号

ふりがな

口座名

に

」
改め、同様式その１備考１中「自動車燃料代確認書」の次に「及び給油伝票（燃料の供給
を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録
規則（昭和45年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号に規定する４けた以下のアラビア
数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受
領したものをいう。）の写し」を加え、同様式その１備考２の次に次のように加える。

３ 燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、
自動車燃料代確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。

別記第１０２号様式その１別紙その２（２）を次のように改める。
（２）燃料代
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販売年月日

燃料供給を受けた

選挙運動用自動車

の自動車登録番号

販売金額(イ) 基準限度

額（ロ）

請求金額 備考

何年何月何日 円

何年何月何日 円

計 円 円 円
備考

１ ｢基準限度額｣ （計）欄には、確認書に記載された額の合計を記載してください。
２ ｢請求金額｣ 欄には、（イ）の（計）欄又は（ロ）の（計）欄のうちいずれか少

ない方の額を記載してください。
３ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄には、契約届出書

に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号を記載してください。
４ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄及び「（イ）」欄

は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。
別記第１０２号様式その２の規定中「５ 銀行名、口座名及び口座番号」を

「５ 金融機関名、口座名及び口座番号

金融機関名 本・支店名

金融機関コード 支店コード

預金種別 口座番号

ふりがな

口座名

に

」
改める。

別記第１０２号様式その３の規定中３及び４をそれぞれ４及び５とし、「５ 銀行名、
口座名及び口座番号」を
「５ 金融機関名、口座名及び口座番号

金融機関名 本・支店名

金融機関コード 支店コード

預金種別 口座番号

ふりがな

口座名

に

」
改め、同規定中２の次に次のように加える。

３ 年 月 日執行何選挙（何選挙区）
附 則

この規程は、告示の日から施行する。

熊本県教育委員会告示第２号
熊本県文化財保護条例（昭和５１年熊本県条例第４８号）第３６条第２項の規定により、

次の熊本県指定名勝の指定を平成２１年２月１２日付けで解除したので、同条例第３６条
第３項で準用する同条例第５条第７項の規定により告示する。

平成２１年３月６日
熊本県教育委員会委員長 中 原 盛 敏

種別 文化財の名称 所在地 所有者

名勝 水島 熊本県八代市植柳下町字水島５０番 八代市


